
市民の暮らしを支える
公民館を活用したまちづくりについて
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地域を取り巻く環境が大きく変化

災害頻発
・激甚化

孤独・
孤立

町内会
加入世帯
減小

地域活力
低下

買い物
環境悪化

生活交通
縮小

子ども
の貧困

核家族化

人口減少・少子高齢化・過疎化

昭
和

平
成

令
和

Ｓ27 鳥取市公民館を
設置（市教委内）

Ｈ16 市町村合併
３4⇒62施設

Ｈ19 自治基本条例
制定

Ｓ３5 公民館条例制定

Ｓ24 社会教育法公布

Ｒ5 公民館条例廃止、
設管条例制定

地区外へ

Ｒ３ 佐治町コミュニ
ティセンターへの
指定管理導入に伴
い佐治地区公民館
の管理・運営をセ
ンターに移管
62⇒61施設

Ｓ42 地区公民館を年
～Ｈ9 次的に整備

３4施設

Ｈ17 国勢調査で鳥取
市人口が２０１,
７４０人。これを
ピークに減少

鳥取市の地区公民館について
～住民に最も身近な公共施設～

同年 「地区公民館の活
用策と今後のあ
り方（中間まと
め）」で地区公民
館を生涯学習と
地域コミュニ
ティの拠点とし
て位置付け

Ｈ2０ 協働のまちづく
り元年

地区外へ

地区外へ

①
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◇民間企業、営利
目的の利用可能

◇社会教育法に
捉われない幅広
い運営

鳥取市の地区公民館について
～住民に最も身近な公共施設～

鳥取市では、地区公民館を地域コミュニティと生涯学習の拠点として
市民と市による参画と協働のまちづくりを推進

【設置数】 ６１館
※概ね小学校区域に整備

多様な主体と地域
との繋がりを創出

運営の
見直し

【令和６年４月～】
利用範囲を拡大した
運用開始

②
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鳥取市の地区公民館について
～住民に最も身近な公共施設～

さらに地区公民館の質を高め、住民主体による地域課題
の解決や新たな魅力の創出につながる活動を支援

職員の資質
向上

ＤＸの推進

コミュニティ
支援の強化

★地域コミュニティの維持・持続的な発展を支援
★地域防災や地域共生社会を推進する拠点

新たな役割

③
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①
居場所

②
「食」の
提供

③
学習支援
相談支援④

多様な
人々との
関り

地域食堂
(こども食堂)

地域食堂４要件

「地域食堂」は、子どもを中心に地域の様々な人が集う居場所、多様な人や社会資源が繋がる場であり、多様かつ多世代の交流拠点となっている。また、孤独・孤立防止、生活・学習

①サードプレイスとして安心して過ごせる「居場所」であること
②食育・食文化の観点をもって「『食』を提供すること」
③子どもの学習支援を行うこと
“つぶやき”を相談支援に引き上げること

④受け手＝利用者、支え手＝スタッフという一方向の閉じた取組としない
地域の多様な人々が関わること

子ども

生活
困窮者

障がい者ひとり親
世帯

高齢者
地域食堂

ネットワーク

居場所の
ネットワーク

支援の
ネットワーク

麒麟のまち地域食堂ネットワーク

設立趣旨：地域食堂が継続的・安定的に運営を行うため、運営団体、
支援団体、行政が連携し、互いに支え合う仕組みを構築
し、もって地域共生社会をめざす取組に資する

運営団体：４６食堂、支援団体：６３団体、行政：７市町
【活動】
○寄付や提供食材等の共同管理、ボランティア等の人材確保の支援
〇情報交換会の開催及び活動の情報発信
○衛生管理に関する情報や衛生用品の無償提供や講習会の開催
〇感染防止・衛生管理ガイドラインの作成
○立上げに関する支援、他

麒麟のまち圏域における
地域食堂の推進

3

鳥取市と周辺４町、隣接の兵庫県２町で「麒麟のまち連携中枢都市圏」を
形成しており、圏域全体の地域食堂への支援と推進体制を構築

38

２

２
1

※地域食堂
箇所数

ロジ拠点
ハブ拠点

〇ロジ及びハブ拠点は、いずれも市町設置の施設内に大型冷蔵・冷凍庫を
設置し、生鮮品や冷凍品を保管

〇ロジ拠点において毎月約３トンの食材等を集荷し、各ハブ拠点を通じて

誰もが支え合う関係づくり 「助けて」と言える関係づくり

地域、事業者、行政が協働する取組 多様な担い手参画による地域づくり

地域食堂
食でつながるプラットフォーム

めざす地域食堂＝「“つながり” を創造する拠点」

鳥取市の地区公民館について
～住民に最も身近な公共施設～

④

などの支援や、地域課題解決の拠点としても機能しており、地域共生社会の実現に向けた重要な役割を担っていることから「だれでも食堂」＝「地域食堂」として展開している。
地域食堂は、鳥取市では３８食堂、麒麟のまち圏域では８食堂あり、このうち地区公民館を活動場所として運営している食堂は１０食堂（うち鳥取市は９食堂）。

地域食堂（こども食堂）～食でつながるプラットフォーム～

３
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鳥取市の地区公民館について
～住民に最も身近な公共施設～

きりんこども食堂（岩倉地区公民館）の取組

【運営主体】きりんのまち・愛プロジェクト

岩倉地区においても、困難を抱えたひとり親家庭、生
活困窮者の家庭がある実情から、「きりんこども食堂」
を２０１４年に立ち上げ、岩倉地区公民館を活動場所と
して地域食堂を、原則毎月２回開催。
地元企業から提供された食材や公民館事業で栽培し
た野菜などを使い、ボランティアが調理を行う。
誰でも参加が可能で、こどもは無料、大人は２００円
で食事ができ、毎回６０名近くが参加している。
学習支援事業も同時に行うほか、親子で相談を受け
食事をして帰る「相談型こども食堂・ムーミンのテーブ
ル」（予約制）事業も行っている。

⑤
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※地区公民館以外を拠点に運行している共助交通
・らっちゃんバス（福部地域）：社会福祉法人鳥取市社会福祉協議会
・ふるさとバス（末恒地区） ：ＮＰＯ法人ＯＭＵ

運行地域 運行主体 名称 運行開始
大和地区 大和地区まちづくり協議会 大和ふれあいタクシー 平成31年4月
河原町
国英地区

いきいき国英ふるさとづくり
協議会

いきいき国英コミュニ
ティバス 令和3年4月

佐治地域 特定非営利活動法人さじ未来 さじ未来号 令和3年10月
河原町
散岐地区 ふるさと散岐地域づくり協議会 さんき楽楽バス 令和4年4月

用瀬地域 いきいき社まちづくり協議会 いきいき社バス 令和4年4月

鳥取市の地区公民館について
～住民に最も身近な公共施設～

地区公民館を拠点に運行する「共助交通」

共助交通は、交通事業者による移動サービスが十分に提供されない交通空白地域において、
まちづくり協議会やＮPＯ法人等の非営利団体が主体となって移動手段を確保するもの。
地区公民館において、まちづくり協議会等の事務局職員が共助交通の運行管理を行っている。

大和ふれあいタクシー

⑥
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≪事例①≫
トスク用瀬店の閉店に伴い、買い物環境が悪化

地区公民館を拠点として地域の課題にきめ細やかに対応

≪事例②≫
大雨被害による道路の通行制限により、路線バスが運休

鳥取市の地区公民館について
～住民に最も身近な公共施設～

地区公民館を拠点に運行する「共助交通」

「いきいき社バス」と「さじ未来号」が、運行エリア外にある
河原町のスーパーマーケットまで住民を輸送
※運輸局の認可を受けて臨時的な運行

バス事業者に代わり、「さじ未来号」が佐治小・千代南中に
通学する児童・生徒を輸送

いきいき社バス

さじ未来号

⑦
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《本市の中山間集落においては…》
○小規模な集落が広い範囲に点在
○若者の流出増加
○人口減少・高齢化により交通、買い物などの維持に必要な
コミュニティ機能が低下

《背景》

集落の維持や生活の
安全・安心、高齢者
等の孤立化が懸念

本市の中山間地域における地区公民館単位をエリアとする
「まちづくり協議会等」を基本とし

○住民主体の取組体制（地域運営組織）づくり【地域運営】

○活動・交流拠点の強化（整備）【地域住民のふれあい】

○生活サービス機能の集約・確保【地域の支え合い】

○周辺との交通ネットワークの形成【生活交通】

《「小さな拠点」形成のねらい》

将来にわたり地域住
民が安心して暮らし
続けることができる
地域づくりが推進さ
れる

○新たな計画策定等に必要な経費【第一段階必須】
○次世代のリーダーとしての担い手を確保・雇用・育成す
る経費

《本市の支援》

県、市からの補助金
(最大４年間10/10)

地区公民館を拠点とした「小さな拠点」形成に向けた取組

鳥取市の地区公民館について
～住民に最も身近な公共施設～

⑧
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ＮＰＯ法人さじ未来の取組（１）

鳥取市の地区公民館について
～住民に最も身近な公共施設～

⑨
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ＮＰＯ法人さじ未来の取組（２）

鳥取市の地区公民館について
～住民に最も身近な公共施設～

⑩
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